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小規模多機能型居宅介護事業所と併設した地域の交流拠点の設置（大牟田市）

○ 通いを中心に、訪問や泊まりのサービスを提供する小規模多機能型居宅介護に、介
護予防拠点や地域交流施設の併設を義務付け、健康づくり、閉じこもり防止、世代間交
流などの介護予防事業を行うとともに、地域の集まり場、茶のみ場を提供し、ボランティ
アも含めた地域住民同士の交流拠点となっている。
○ 平成24年３月末現在、小規模多機能型居宅介護事業を行っている24事業所に設置。
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